
○岩手県警察職員勤務希望調査実施要領の制定について

（平成28年12月16日岩警第1239号警察本部長）

〔沿革〕 平成29年３月岩警第228号、令和２年３月第282号改正

各 部 長

首席監察官

各 所 属 長

みだしの要領を別添のとおり制定し、平成29年１月１日から施行するので誤りのないようにされた

い。

別添

岩手県警察職員勤務希望調査実施要領

第１ 趣旨

この要領は、職員の勤務に関する希望等に係る調査（以下「勤務希望調査」という。）の実施に関し

必要な事項を定めるものとする。

第２ 用語

この要領において使用する用語は、岩手県警察職員の人事評価に関する訓令（平成28年岩手県警察

本部訓令第22号。以下「訓令」という。）において使用する用語の例による。

第３ 対象者

勤務希望調査は、警察法（昭和29年法律第162号）第56条の２第１項に規定する特定地方警務官（以

下「特定地方警務官」という。）並びに定期評価及び特別評価を受ける職員（地方公務員法（会計年度

任用職員を除く。以下「対象者」という。）に対して実施するものとする。

第４ 調査方法

１ 勤務希望調査は、特定地方警務官及び定期評価を受ける職員にあっては勤務希望調査書（様式第１

号）に、特別評価を受ける職員にあっては勤務希望調査書（様式第２号）に勤務に関する希望その他

必要な事項を記入させる方法により実施するものとする。

２ 評価者及び調整者は、評価期間における対象者（特定地方警務官を除く。）の勤務状況、適性、素

行等により判断した上で、勤務希望調査書に当該職員の勤務に関する希望に対する意見その他必要な

事項を記入するものとする。

３ 勤務希望調査書の記入要領は、別表のとおりとする。

第５ 訓令の準用

訓令第16条及び第17条の規定は、勤務希望調査書の保管等の手続について準用する。この場合にお

いて、訓令第16条第２項中「警視」とあるのは「特定地方警務官及び警視」と読み替えるものとする。

第６ 補則

この要領に定めるもののほか、勤務希望調査の実施に関し必要な事項は、別に定める。



別表（第４関係）

勤務希望調査書記入要領

１ 本人申告関係

項 目 記入要領等

共通 電算出力項目 １ 出力内容を確認の上、訂正を要する事項については、当該出力内容を二重線で抹消の上、訂正すること。

記入 ２ 各項目に追加する事項がある場合は、当該項目に追記すること。

事項 ３ 修正又は追記した事項が、岩手県警察職員の勤務記録カードに関する訓令（昭和39年岩手県警察本部訓令第23号）第４条第１項に規定する

届出書の提出を要する事項である場合には、速やかに所要の手続をとること。

［電算出力項目］

本人申告１ 調査期間、勤務経歴、現所属名、現職名、ふりがな、氏名、旧姓、生年月日、職員番号、性別、現在の本籍、出生時の本籍、

本人縁故地、配偶者縁故地及び家族の状況（配偶者及び子の氏名、生年月日、年齢及び続柄に限る。）の欄

本人申告３ 学歴、研修経歴（１か月以上）、資格特技等（自動車運転、運転適性及び演奏できる楽器の欄を除く。）の欄

給料 調査期間末日現在の給料表の種類、級、号給を記入し、括弧内に給料月額を記入すること。

写真 無帽、無背景、上三分身（警察官は制服着用）、縦５センチメートル、横3.5センチメートルの大きさの写真を貼ること。

現住所 調査期間末日現在の実際に居住する住所を記入すること。

家族の状況 １ 家族の状況欄には、同一生計となっている親族について記入すること。

２ 職業欄には、パート店員（○○株式会社）、高校生（○○高校○年）等と具体的に記入し、別居の場合の居住地欄は、市町村町名まで記入

すること。

住宅状況 該当する□にレ印を記入し、所要事項を記入すること。

親族関係職員 記入する親族の範囲は、民法の規定による親族のうち、本県に勤務する警察職員に限定し、妻の弟、父の兄の長男等と具体的に記入すること。

健康状態 該当する□にレ印を記入し、既往症、現在加療中の病気があれば、その病名及び治療方法を具体的に記入すること。

（記入例）

□頑健 □健康 □不健康

健
既往症（H26．十二指腸潰瘍手術 H27．肺炎 ）

康
現在加療中の病気があればその病名及び治療方法

状
（胃潰瘍により○○病院にて週１回通院投薬治療中）

態
（ ）

（ ）

身長 （ cm） 体重 （ kg）



賞罰 １ 調査期間中に受けた賞罰について記入すること。

２ 罰については、本部長訓戒及び所属長訓戒を含むものとする。

趣味し好 該当する□にレ印を記入すること（複数記入可）。

資格特技等 １ 自動車運転及び運転適性の欄について該当する□にレ印を記入すること。

２ 演奏できる楽器の欄に所要事項を記入すること。

公私生活の悩 １ 該当する□にレ印を記入し、希望及び相談事項がある場合には、下欄に具体的内容を記入すること。

み、困りごと ２ 職員のワーク・ライフ・バランスに配意する観点から、育児、介護、当直勤務、夜間の招集等に関係して希望する勤務地がある場合には、

下欄に具体的内容を記入すること。

階級（職名） 警察官は階級を記入し、一般職員は係長、副主幹、課長補佐等の職名を記入すること。

その他 黒色インク又はボールペンを使用し、原則として自筆とすること。

様式 現職務の適性 該当する□にレ印を記入すること。

第１ 勤務に関する １ 従事する職務に関する希望及び勤務地に関する希望の欄については、それぞれ該当する□にレ印を記入し、その理由を具体的に記入するこ

号関 希望等 と。

係 ２ 希望する職務又は部門及び希望する所属又は勤務地の欄については、希望の有無を問わず、第２希望まで記入すること。

赴任方法 １ 転居を伴う配置換えの場合の赴任方法については、該当する□にレ印を記入し、その理由を具体的に記入すること。

２ 警部補以下の階級にある警察官は、駐在所勤務の場合の赴任方法について、希望の有無を問わず必ず該当する□にレ印を記入すること。

障害者手帳等 次に掲げる事項に同意した場合は、該当する□にレ印を記入し、障害名等を記入すること。

(1) 障害に関し取得した個人情報は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第39条に規定する障害者の採用に関す

る計画及びその実施状況の通報並びに第40条に規定する障害者である職員の任免に関する状況の通報のために利用するものであること。

(2) 取得する個人情報は、障害の種類及び程度であること。

(3) 取得した個人情報は、原則として毎年度利用するものであること。

(4) 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更、精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること。

（記入例）

障 ☑身体障害 身体障害者手帳（手帳を有しない場合は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）別表に掲 障害名等

害 げる身体障害を有する旨の診断書・意見書） 脳性麻痺による両上

者 □知的障害 療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所が作成する判定書 肢機能障害（４級）

手 □精神障害 精神障害者保健福祉手帳

帳 □なし



等

その他 特定地方警務官及び警視の階級にある警察官（これに相当する一般職員を含む。）にあっては、本人申告２への記入は要しないものとする（障

害者手帳等欄を除く。）。

様式 自己申告 １ 条件付採用期間中において、取り組んだ事項及びその達成度を具体的に記入すること。

第２ ２ 条件付採用期間中に、今後努力していきたい事項、目標等を具体的に記入すること。

号関 職務の適性 該当する□にレ印を記入し、その理由を具体的に記入すること。

係 勤務地に関す 第２希望まで記入し、その理由を具体的に記入すること。

る希望

２ 評価者等記入欄関係

共通 適性に関する 対象者の人物・性格等に関し、警察職員としての適性について、各項目ごとに該当する□にレ印を記入すること。

記入 意見

事項 素行に関する 対象者の素行に関し、各項目ごとに該当する□にレ印を記入し、要注意事項が認められる場合は、その概要及び現在までにとった措置を具体

意見 的に記入すること。

階級（職名） 警察官は階級を記入し、一般職員は係長、副主幹、課長補佐等の職名を記入すること。

その他 評価者は黒色インク又はボールペン、調整者は赤色インク又はボールペンで記入すること。

様式 職務適性に関 対象者の職務適性に関し、該当する□にレ印を記入し、適性を有すると認められる具体的業務について例示を参照し、記入すること（複数記

第１ する意見 入可）。

号関 異動に関する 対象者の異動に関し、該当する□にレ印を記入し、理由の欄にＡ～Ｊのうち、該当する記号を記入すること（複数記入可）。

係 意見

意見欄 対象者の勤務に関する希望等に対する意見のほか、本人の人事管理に関し参考となる事項について、必要に応じて記入すること。

上位の職への 対象者に対する適性、素行等に係る意見を総合して該当する□にレ印を記入すること。

昇任等に関す

る意見

様式 指導記録 調査期間中における事象・状態、対象者に対する指導・支援、調査時における状況について、主なものを具体的に記入すること。

第２ 評価者等の意 正式採用に関する意見及びその理由を具体的に記入すること。

号関 見

係


















